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箇
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一
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送
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含
む
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山
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号
外
第
十
三
号

令
和
四
年

三
月
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十
九
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火　曜　日

目

次

規

則

○
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
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書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一

　

様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則

○
山
梨
県
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則	

四

○
山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
五

○
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
五

○
山
梨
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二
一

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三
二

○
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
二

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三
二

○
山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三
三

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三
三

○
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
三

　

規
則

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
号

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例

に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の

特
例
に
関
す
る
規
則

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
、
条
例
又
は
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
職
員
が
携
帯
す

る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
他
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

一　

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項

二　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
六
第
三
項
及
び
第

二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項

三　

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項

四　

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
四
条

五　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
九
条

六　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
六
条
の
五
第
一
項

七　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
二
十
二

第
一
項

八　

養
蜂
振
興
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
九
条
第
一
項

九　

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項

十　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
三
十
九
第
一
項

十
一　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項

十
二　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
五
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項

十
三　

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

二
条
第
二
項

十
四　

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
の
六
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項

十
五　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十
四

条
第
一
項
及
び
第
二
項

十
六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項

十
七　

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三

十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項

十
八　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項

十
九　

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
七
十
四
号
）
第
十
六
条
第
一
項
、

第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項

二
十　

山
梨
県
種
畜
検
査
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項

二
十
一　

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項

二
十
二　

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
三
十
二
条
第

一
項



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二

県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項

四
十
三　

山
梨
県
農
業
経
営
改
善
資
金
助
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一

号
）
第
十
一
条
第
一
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
十
三　

山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
第

十
七
条
第
一
項

二
十
四　

山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
条
例
第

四
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

二
十
五　

山
梨
県
土
採
取
規
制
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項

二
十
六　

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）
第
六
十

四
条
第
一
項

二
十
七　

山
梨
県
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
業
適
正
化
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第

十
五
条
第
一
項

二
十
八　

山
梨
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
六

号
）
第
十
四
条
第
二
項

二
十
九　

山
梨
県
富
士
五
湖
の
静
穏
の
保
全
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
八

号
）
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項

三
十　

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
三
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び

第
三
十
九
条
第
一
項

三
十
一　

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
六
十
六
条
第

一
項

三
十
二　

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項

三
十
三　

山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
一
号
）

第
二
十
四
条
第
一
項

三
十
四　

山
梨
県
消
費
生
活
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
百
十
二
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項

三
十
五　

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
三

号
）
第
二
十
一
条
第
一
項

三
十
六　

山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
四

号
）
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項

三
十
七　

山
梨
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一
項

三
十
八　

山
梨
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項

三
十
九　

山
梨
県
地
下
水
及
び
水
源
地
域
の
保
全
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
七

十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項

四
十　

山
梨
県
世
界
遺
産
富
士
山
の
保
全
に
係
る
景
観
配
慮
の
手
続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年

山
梨
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項

四
十
一　

山
梨
県
障
害
者
幸
住
条
例
（
平
成
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項

四
十
二　

山
梨
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
山
梨



山
梨
県
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号
外
　
　
第
十
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号
　
　
令
和
四
年
三
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日
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別記様式（本則関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

四

く
。
）
と
す
る
。

（
仮
使
用
の
認
定
に
係
る
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
及
び
書
類
）

第
六
条
　
省
令
第
七
十
六
条
第
一
項
の
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
及
び
書
類
は
、
建
築
基
準
法
第
七

十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関
か
ら
認
定
畜
舎
等
が
安
全
上
、
防
火
上

及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
書
面
と
す
る
。

（
申
請
の
取
下
げ
）

第
七
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
、
法
第
四
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
、
法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し

　

書
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
省
令
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
し
た
者
は
、
当

　

該
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
取
下
げ
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し

　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
状
況
の
報
告
）

第
八
条
　
省
令
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
日
は
、
令
和
九
年
及
び
同
年
か
ら
起
算
し
て

五
年
ご
と
の
四
月
三
十
日
と
す
る
。

（
建
築
等
又
は
利
用
の
取
り
や
め
）

第
九
条
　
認
定
計
画
実
施
者
は
、
認
定
畜
舎
建
築
利
用
計
画
に
基
づ
く
畜
舎
等
の
建
築
等
又
は
利
用
を

取
り
や
め
る
と
き
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
取
り
や
め
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
街
区
の
角
に
あ
る
敷
地
に
準
ず
る
敷
地
）

第
十
条
　
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
敷
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

二
つ
の
道
路
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
内
角
百
二
十
度
以
下
の
角
に
あ
る
敷
地
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の

道
路
の
幅
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
六
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
そ
の
和
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

二　

二
つ
の
道
路
の
間
に
あ
る
敷
地
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
道
路
の
幅
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
六
メ
ー
ト

ル
以
上
又
は
そ
の
和
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

三　

公
園
、
広
場
、
水
面
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
公

園
等
」
と
い
う
。
）
に
接
す
る
敷
地
又
は
敷
地
に
接
す
る
道
路
の
反
対
側
に
公
園
等
の
あ
る
敷
地

で
あ
っ
て
前
二
号
に
準
ず
る
と
認
め
る
も
の

２　

前
項
に
該
当
す
る
敷
地
は
、
道
路
又
は
公
園
等
に
接
す
る
長
さ
が
、
敷
地
周
辺
の
全
長
の
三
分
の

一
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
畜
舎
等
の
高
さ
の
許
可
）

第
十
一
条
　
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
六
号
様
式
に
よ

る
許
可
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
省
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
付
近
見

取
図
、
配
置
図
、
平
面
図
及
び
立
面
図
並
び
に
許
可
申
請
理
由
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資

料
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
事
項
を
許

山
梨
県
規
則
第
三
号

　

山
梨
県
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三

　

十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規

　

則
（
令
和
三
年
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
（
及
び
山
梨
県

　

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
山
梨
県
条
例
第
四
号
。

　

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
法
、
省

　

令
及
び
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
接
道
の
認
定
）

第
三
条
　
特
例
畜
舎
等
に
係
る
省
令
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　

は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
認
定
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
省
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
図
書
の
う

　

ち
付
近
見
取
図
、
配
置
図
、
平
面
図
及
び
立
面
図
並
び
に
許
可
申
請
理
由
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と

　

認
め
る
資
料
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
省
令
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る

　

認
定
通
知
書
に
、
前
項
の
認
定
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
、
申
請
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

３　

知
事
は
、
省
令
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ

る
不
認
定
通
知
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
）

第
四
条
　
省
令
第
六
十
四
条
第
一
項
の
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関
か
ら
特
例

畜
舎
等
以
外
の
畜
舎
等
に
係
る
畜
舎
建
築
利
用
計
画
が
法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
書
面
及
び
省
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る

図
書
と
す
る
。

（
知
事
が
不
要
と
認
め
る
図
書
）

第
五
条
　
省
令
第
六
十
四
条
第
二
項
の
知
事
が
不
要
と
認
め
る
図
書
は
、
前
条
に
定
め
る
図
書
を
添
付

　

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
省
令
別
表
第
二
か
ら
第
八
ま
で
の
各
項
に
掲
げ
る
図
書
（
省
令
第
四
十
八

　

条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
畜
舎
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
を
除



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

五

可
し
た
と
き
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
許
可
通
知
書
に
、
当
該
許
可
申
請
書
の
副
本
及
び
添
付
書
類

を
添
え
て
、
こ
れ
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
の
免
除
）

第
十
二
条
　
条
例
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
免
除
す
る
場
合
は
、
申
請
を
す
る
者
が
山

梨
県
の
機
関
の
長
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
）

第
十
三
条
　
法
第
十
四
条
第
四
項
の
証
明
書
は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す

る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）

別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

六

第1号様式（第3条関係）第１号様式（第３条関係） 

（表） 

認定申請書 

年  月  日  

 

  山梨県知事   殿 

                  申請者の住所又は主たる事務所の所在地 

                  申請者の氏名又は名称 

                  申請者の連絡先 

代表者の氏名 

 

 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第４８条第２項の規定による認定

を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

記 
 

１ 申請者の概要 

（１）氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 

（２）住所又は主たる事務所の所在地 

（３）連絡先 

 

２ 設計者の概要 

（１）資格      （    ）建築士    （   ）登録第    号 

（２）氏名 

（３）建築士事務所名 （    ）建築士事務所 （   ）知事登録第  号 

（４）所在地 

（５）連絡先 

 

３ 畜舎等及び畜舎等の敷地に関する事項 

（１）工事施工地又は所在地 

（２）区域、地域、地区又は街区 

（３）道路 

  ①幅員 

  ②敷地と接している部分の長さ 

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

七

（裏） 

（４）敷地面積 

①敷地面積 

②省令第４５条に規定する畜舎等の建蔽率 

③敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値 

（５）畜舎等の種類 

□飼養施設 □搾乳施設 □集乳施設 □堆肥舎  

（６）工事種類 

 □新築 □増築 □改築 □柱を撤去する行為 □模様替 

（７）建築面積 

 ①建築面積（申請部分   ㎡）（申請以外の部分   ㎡）（合計   ㎡） 

 ②建蔽率 

（８）床面積（申請部分   ㎡）（申請以外の部分   ㎡）（合計   ㎡） 

（９）申請に係る畜舎等の数 

（１０）工事着手予定年月日 

（１１）工事完了予定年月日 

（１２）備考 

 

４ 畜舎等別の構造及び設備の概要 

（１）番号 

（２）工事種類 

 □新築 □増築 □改築 □柱を撤去する行為 □模様替 

（３）構造    造    一部    造 

 □Ａ構造畜舎等  □Ｂ構造畜舎等 

（４）高さ     ｍ 

（５）備考 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

八

第2号様式（第3条関係）第２号様式（第３条関係） 

認定通知書 

認定番号   第     号 

認定年月日  年  月  日  

        殿 

山梨県知事          

 

   年  月  日付けで申請のあった認定については、畜舎等の建築等及び利用の特

例に関する法律施行規則第４８条第２項の規定に基づき、認定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地 

 

２ 認定に係る畜舎等の種類 

 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

九

第3号様式（第3条関係）第３号様式（第３条関係） 

 

不認定通知書 

年  月  日 

         殿 

山梨県知事          

 

   年  月  日付けで申請のあった認定については、下記の理由により畜舎等の建

築等及び利用の特例に関する法律施行規則第４８条第２項の規定による認定をしないもの

とします。 

 

記 

不認定の理由 

 

 

 

 

 

 

〔教示〕 

 この処分に対して不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定

により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、山梨県知事に

対して審査請求をすることができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過した場合には、正当な

理由がない限り、審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この処分に対して取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和３

７年法律第１３９号）の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、山梨県を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお

、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日

から起算して１年を経過した場合には、正当な理由がない限り、処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。）。 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
〇

第4号様式（第7条関係）第４号様式（第７条関係） 

取下げ届出書 

年  月  日  

 

  山梨県知事   殿 

                  届出者の住所又は主たる事務所の所在地 

                  届出者の氏名又は名称 

                  届出者の連絡先 

代表者の氏名 

 

 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に基づく下記の申請を取り下げたいので、

届け出ます。 

 

記 
 

１ 申請の種類  

□法第３条第１項の認定  

□法第４条第１項の変更の認定 

□法第６条第２項ただし書の規定による認定 

□省令第４８条第２項の規定による認定 

 

２ 申請年月日 

 

３ 取下げの理由 

 

４ 備考 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
一

第5号様式（第9条関係）第５号様式（第９条関係） 

取りやめ届出書 

年  月  日  

 

  山梨県知事   殿 

                  届出者の住所又は主たる事務所の所在地 

                  届出者の氏名又は名称 

                  届出者の連絡先 

代表者の氏名 

 

 認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等（利用）を取りやめたいので、届け出ます。 

 

記 
 

１ 畜舎建築利用計画の認定番号及び認定年月日 

 

２ 取りやめの年月日 

 

３ 取りやめの理由 

 

４ 備考 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
二

第6号様式（第11条関係）第６号様式(第１１条関係) 
 （表） 

許可申請書 

年  月  日  

 

  山梨県知事   殿 

                  申請者の住所又は主たる事務所の所在地 

                  申請者の氏名又は名称 

                  申請者の連絡先 

代表者の氏名 

 

 山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例第７条第２項の規定による

許可を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 
 
１ 

敷地

の位

置 

ア 地 名 地 番   

イ 用 途 地 域   エ その他の

区域・地

域・地区 

  

ウ 防 火 地 域     

２ 畜舎等の種類   ３ 工事種類   

  
新・増 設 

部 分 
既 存 部 分 合 計 

※ 

７ 敷地

面積に

対する

割合 

※ 

８ 敷地面

積に対

する割

合の最

高限度 

４ 敷 地 面 積     ㎡     ㎡     ㎡ 

５ 建 築 面 積     ㎡     ㎡     ㎡ 
    

６ 延 べ 面 積     ㎡     ㎡     ㎡     

  (1) (  ㎡) (  ㎡) (  ㎡) 

９ 建築物

概要 

  新・増 設
部 分 

既 存 部 分 
  

新・増 設
部 分 

既 存 部 分 

ア 構造     エ 軒高     

イ 屋根     オ 最高の 
高 さ 

    

ウ 外壁 
        



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
三

（裏） 

１０ 設備概要   

１１ 敷地の周囲 

の状況 

 

１２ 工 事 着 手

年 月 日 

１３ 工 事 完 了  

年 月 日 

※受付欄 

  

    年  月  日    年  月  日 

※
条
件 

    

備 考   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ 付近見取図、配置図、平面図、立面図、理由書及び図面を添付してください。 

  ２ ※印欄には記入しないでください。 

  ３ ６の欄の(1)の括弧内には、自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は

駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む｡)の用途に供する部分の

床面積を記入してください。 

 

 

  



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
四

第7号様式（第11条関係）第７号様式（第１１条関係） 

許可通知書 

  年  月  日  

        殿 

山梨県知事          

 

   年  月  日付けで申請のあった許可申請については、山梨県畜舎等の建築等及

び利用の特例に関する法律施行条例第７条第２項の規定により、次の条件を付けて許可し

ます。 

 

条 件 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
五

山
梨
県
規
則
第
四
号

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
三
条
中
「
備
付
け
の
時
間
外
登
退
庁
者
名
簿
（
第
八
号
様
式
）
又
は
時
間
外
外
来
者
名
簿
（
第

九
号
様
式
）
に
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

県
職
員　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
身

分
証
明
書
を
警
備
員
に
提
示
す
る
方
法

二　

県
職
員
以
外
の
者　

時
間
外
外
来
者
名
簿
（
第
八
号
様
式
）
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
方
法

第
八
号
様
式
を
削
り
、
第
九
号
様
式
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
号

山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　

山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
と
き
」
の
下
に
「
、
記
載
欄
に
余
白
が
な
く
な
っ
た
と
き
そ
の
他
知
事
が
必
要

と
認
め
た
と
き
」
を
加
え
、
「
又
は
汚
し
た
」
を
「
汚
し
、
又
は
記
載
欄
に
余
白
が
な
く
な
っ
た
」
に

改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
保
護
者
を
変
更
し
た
と
き
」
の
下
に
「
、
療
育
手
帳
被
交
付
者
の
身
体
障
害
者

福
祉
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
の
級
別
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
」
を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
六

第1号様式（第3条関係）第１号様式（第３条関係） 

 

療 育 手 帳 交 付 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 山梨県知事        殿 

 

 

申請者  住所             

氏名             

 

 

 療育手帳の交付を受けたいので、山梨県療育手帳交付規則第３条の規定により申請しま

す。 

 

 

本

人 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  居 住 地 

（電話番号   ―   ―   ） 

生 年 月 日 年  月  日 性 別 男 ・ 女 職 業   

個 人 番 号             
 

身体障害者 

手 帳 
有 （ 手帳番号          （    級 ） ） ・ 無 

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  住 所 

（電話番号   ―   ―   ） 

生 年 月 日 年  月  日 
本人との

関 係 
  職 業   

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
七

第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
八

第3号様式（第6条関係）第３号様式（第６条関係） 

 

療 育 手 帳 再 判 定 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 山梨県知事        殿 

 

 

申請者  住所             

氏名             

 

 

 障害程度の再判定を受けたいので、山梨県療育手帳交付規則第６条第２項の規定により

申請します。 

 

 

手 帳 番 号   

本

人 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  居 住 地 

（電話番号   ―   ―   ） 

生 年 月 日 年  月  日 性 別 男 ・ 女 職 業   

身体障害者 

手 帳 
有 （ 手帳番号          （    級 ） ） ・ 無 

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  住 所 

（電話番号   ―   ―   ） 

生 年 月 日 年  月  日 
本人との

関 係 
  職 業   

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

一
九

第4号様式（第7条関係）第４号様式（第７条関係） 

 

療 育 手 帳 再 交 付 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 山梨県知事        殿 

 

 

申請者  住所             

氏名             

 

 

 療育手帳の再交付を受けたいので、山梨県療育手帳交付規則第７条第１項の規定により

申請します。 

 

 

手 帳 番 号   

本

人 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  居 住 地 

（電話番号   ―   ―   ） 

生 年 月 日 年  月  日 性 別 男 ・ 女 職 業   

個 人 番 号             
 

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  住 所 

（電話番号   ―   ―   ） 

生 年 月 日 年  月  日 
本人との

関 係 
  職 業   

再交付の理由 破れた ・ 汚れた ・ 失った ・ 余白なし ・ その他（     ） 

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
〇

第5号様式（第8条関係）第５号様式（第８条関係） 

 

療 育 手 帳 記 載 事 項 変 更 届 

 

年  月  日   

 

 山梨県知事        殿 

 

 

届出者  住所             

氏名             

 

 

 療育手帳の記載事項に変更が生じたので、山梨県療育手帳交付規則第８条第１項の規定

により届け出ます。 

 

 

手 帳 番 号   

本

人 

居 住 地 

新 
（電話番号   ―   ―   ） 

旧 
（電話番号   ―   ―   ） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

新   

旧   

身体障害者 

手 帳 

新  手帳番号                （    級） 

旧  手帳番号                （    級） 

保

護

者 

住 所 

新 
（電話番号   ―   ―   ） 

旧 
（電話番号   ―   ―   ） 

氏 名 等 

  
フ リ ガ ナ 

氏 名 
性 別 生 年 月 日 

本人との 

関 係 

新         

旧         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一

様
式

六　

法
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
県
内
滞
在
施
術
業
務
届　

第
六
号
様
式

第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
書
類
の
提
出
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
、
令
及
び
規
則
の
規

定
」
を
「
の
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
、
「
申
請
し
、
届
出
を
行
な
い
、
又
は
返
納
す
る
」
を
「
届
出
を

行
う
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
を
経
由
」
を
「
へ
提
出
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条

と
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
六
号

山
梨
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

（
山
梨
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改

正
）

第
一
条
　
山
梨
県
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

（
昭
和
二
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
様
式
）

第
二
条　

法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
の
様
式
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

法
第
九
条
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
施
術
所
開
設
届　

第
一
号
様
式

二　

法
第
九
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
施
術
所
届
出
事
項
変
更
届　

第
二
号
様
式

三　

法
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
施
術
所
（
休
止
・
廃
止
・
再
開
）
届　

第
三
号
様
式

四　

法
第
九
条
の
三
前
段
の
規
定
に
よ
る
出
張
施
術
業
務
開
始
届　

第
四
号
様
式

五　

法
第
九
条
の
三
後
段
の
規
定
に
よ
る
出
張
施
術
業
務
（
休
止
・
廃
止
・
再
開
）
届　

第
五
号



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
二

第1号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
三

第2号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
四

第3号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
五

第4号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
六

第5号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
七

第6号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
八

第
七
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

（
山
梨
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
柔
道
整
復
師
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
及
び
柔
道
整
復
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
二
条
中
「
、
令
及
び
規
則
」
及
び
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
「
申
請
書
及
び
」
を

「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
第

六
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
開
設
者

住
所
氏
名
、
名
称
、
業
務
の
種
類
、
業
務
に
従
事
す
る
施
術
者
氏
名
、
施
術
所
の
構
造
設
備
変
更

届
」
を
「
施
術
所
届
出
事
項
変
更
届
」
に
、
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
施
術
所
休
止
、
廃
止
、
再
開
届
」
を
「
施
術
所
（
休
止
・

廃
止
・
再
開
）
届
」
に
、
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と

す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
経
由
」
を
「
提
出
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
、
令
及
び
規
則
」
を
「
法
」

に
、
「
申
請
し
、
届
出
を
行
な
い
、
又
は
返
納
す
る
」
を
「
届
出
を
行
う
」
に
、
「
す
べ
て
」
を

「
全
て
」
に
、
「
を
経
由
」
を
「
に
提
出
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

二
九

第1号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

三
〇

第2号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

三
一

第3号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訓
練
生
と
の
関
係

　
　
　
　

を
「訓
練
生
と
の
続
柄

」
に
、
「注

1

」
を
「注

」
に
、
「及

び
保
証
人
欄
は

」
を
「は

」

㊞

　
　
　

」

　

に
改
め
、
「注

2　
保
証
人
は
､
独
立
の
生
計
を
営
む
成
年
に
限
り
ま
す
｡

」
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中
「保

護
者
氏
名　
　
　
　
　
　
　
㊞　

を
「保

護
者
氏
名　
　
　
　
　
　
　
㊞

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
証
人
氏
名　
　
　
　
　
　
　
㊞

」

　

に
、
「及

び
保
証
人
欄
は

」
を
「は

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「上

記
の
者
の
在
学
中
に
係
る
一
切
の
責
任
は
､
私
ど
も
が
連
帯
し
て
引
き
受
け

ま
す
｡

」
、
「保

護
者　

現
住
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
「本

人
と
の
続
柄

」
、
「保

証
人　

現

　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
名　
　
　
　
　
　
　
印

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏

　

住
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
「本

人
と
の
関
係

」
、
「注

1　
本
人
が
成
年
の
場
合
は
､
保
護
者

　
　

名　
　
　
　
　
　
　
印

」

　
欄
及
び
保
証
人
欄
は
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

」
及
び
「注

2　
保
証
人
は
､
独
立
の
生
計
を

営
む
成
年
に
限
り
ま
す
｡

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て

提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提

出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

山
梨
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
四
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

（
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
施
行
細
則
の
廃
止
）

第
三
条
　
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
八
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
五
条
の
表
山
梨
県
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
審
査
委
員
会
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「訓
練
生
と
の
続
柄

第
三
号
様
式
中
「私

ど
も
が
連
帯
し
て

」
を
「私

が

」
に
、　

保
証
人

　

現
住
所



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

三
三

別
表
第
二
百
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
百
十
三
の
二　

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
手
数
料

別
表
第
三
百
六
十
号
中
「
農
業
大
学
校
入
学
検
定
料
」
を
「
農
林
大
学
校
入
学
検
定
料
」
に
改
め
、

同
表
中
第
四
百
八
十
四
号
の
二
十
四
を
第
四
百
八
十
四
号
の
二
十
七
と
し
、
第
四
百
八
十
四
号
の
四
か

ら
第
四
百
八
十
四
号
の
二
十
三
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
百
八
十
四
号
の
三
の
次
に
次
の
三

号
を
加
え
る
。

四
百
八
十
四
の
四　

管
理
計
画
認
定
申
請
手
数
料

四
百
八
十
四
の
五　

管
理
計
画
認
定
更
新
申
請
手
数
料

四
百
八
十
四
の
六　

管
理
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料

別
表
中
第
五
百
三
十
号
の
五
を
第
五
百
三
十
号
の
六
と
し
、
第
五
百
三
十
号
の
四
を
第
五
百
三
十
号

の
五
と
し
、
第
五
百
三
十
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
三
十
の
四　

運
転
技
能
検
査
手
数
料

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
中
第
五
百
三
十
号
の
五
を
第

五
百
三
十
号
の
六
と
し
、
第
五
百
三
十
号
の
四
を
第
五
百
三
十
号
の
五
と
し
、
第
五
百
三
十
号
の
三
の

次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
五
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
ニ
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
強
姦か
ん

」
を
「
強
制
性
交
等
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
四
号
中
「
教
育
委
員
会
事
務
局
社
会
教
育
課
」
を
「
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習

課
」
に
改
め
る
。

別
表
山
梨
県
立
愛
宕
山
少
年
自
然
の
家
の
項
及
び
山
梨
県
立
ゆ
ず
り
は
ら
青
少
年
自
然
の
里
の
項
を

削
る
。　

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
改
正

規
定
及
び
第
十
七
条
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
三
号
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「第

６
０
条

」
を
「第

６
０
条
第
1
項

」
に
、
「は

る

」
を
「貼

る

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四

号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
号

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
中
「
甲
府
手
形
交
換
参
加
地
域
」
を
「
全
国
の
区
域
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
四
項
中
「
あ
り
、
か
つ
、
前
渡
金
額
」
を
「
あ
る
場
合
又
は
前
渡
金
額
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
九
条
の
改
正
規
定
は
、
同

年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
中
第
二
百
十
三
号
の
二
を
第
二
百
十
三
号
の
三
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

二
百
十
三
の
四　

介
護
支
援
専
門
員
再
研
修
手
数
料

二
百
十
三
の
五　

介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
手
数
料

二
百
十
三
の
六　

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
問
題
作
成
事
務
手
数
料

二
百
十
三
の
七　

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
事
務
手
数
料
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